



　使用貸人　　　　　　を甲とし、使用借人　　　　　　を乙として、甲の所有する農地等について、次のとおり使用貸借契約を締結する。

第１条　甲は、別紙記載の土地を乙に無償で貸し渡し、乙はこれを借り受ける。

第２条　乙は、借り受けた土地を農地として使用収益する。

第３条　使用貸借の期間は、　　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日までの　　年間とする。

第４条　本契約の土地に係る亘理土地改良区の組合費は、　負担とする。

第５条　乙は、甲の同意なくして本契約の土地について、形質を変更してはならない。

第６条　乙は、甲の同意なくして本契約の土地を第三者に転貸し、または、本契約による権利の移転をしてはならない。

第７条　乙の責に帰すべき行為によって、甲に損害を与えたときは、甲の請求により、乙は損害賠償の責に任ずるものとする。



第８条　本契約の土地について、災害その他重大な事態が発生した場合には、乙は直ちにその状況を甲に報告しなければならない。

第９条　使用貸借期間が満了したときは、乙は直ちに本契約の土地を現状に復して、甲に引き渡すものとする。

第１０条　災害その他乙の責によらない不可抗力によって使用収益ができないときは、甲・乙協議のうえ、定めるものとする。

第１１条　本契約書を３通作成し、甲・乙がそれぞれ１通を所持し、亘理町農業委員会が１通を保管するものとする。


　　　　　　  　　年　　月　　日


　　　　　　　　　住所　亘理町
　　　甲(使用貸人)
　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　印


　　　　　　　　　住所　亘理町
　　　乙(使用借人)
　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　印
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